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食の安全・安心行動計画（平成１７・１８年度）
視点１ 消費者への食品安全・安心確保のための推進

１ 消費者との相互理解と意見の反映

【基本方針】
消費者及び生産者や製造・加工、流通・販売等の食品等事業者とリスクに関する情報・意見を交換する仕組みを設け、相互理解を深めるとともに、消費者の意見を施策に反映させるよう努めます。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画 平成１８年度目標

食品・生活安全 ①消費者等の視点に立った食品安全行政推 ①･懇話会：3回 ①･懇話会：2回（食品安全・安 ①消費者等の視点に立った食品安全行政推進 ①･懇話会：2回
課 進事業 ･意見交換会：１回 心行動計画、 食品衛生監視 事業 ･意見交換会：１回

◎消費者等との意見交換促進事業 ･安全安心学習会 指導計画） ◎消費者等との意見交換促進事業 ･安全・安心学習会：１回
・奈良県食品安全・安心懇話会 ：１回 ･安全・安心学習会：1回 ・奈良県食品安全・安心懇話会 （参加者：40名）
生産から消費の代表者及び学識経験者等 （参加者：30名） 豆腐製造工場、農業技術セン 生産から消費の代表者及び学識経験者等
で構成する懇話会を開催する。 ター見学､意見交換､参加28 で構成する懇話会を開催する。

・意見交換会の開催。 名） ・意見交換会の開催。
・食の安全・安心学習会の実施 ・食の安全・安心学習会の実施

食品の生産、加工及び検査等の実施状況 食品の生産、加工及び検査等の実施状況
を見学し、現地での意見交換を行う。 を見学し、現地での意見交換を行う。

【課題】
平成１５年７月１日に施行された食品安全基本法において、食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、国民の意見を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、当該施策
に関する情報の提供、意見を述べる機会の付与その他の関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置が講じられなければならないと規定されていることから、その機会の創出を出
来るだけ図ることが必要です。

【今後の方針】
①奈良県食品安全・安心懇話会の継続した開催 ②食品の安全・安心に関する意見交換会の開催
③フォーラム、シンポジウム等の開催 ④作業現場を見学し、意見交換を行う学習の機会とする食の安全・安心学習会の実施

２ 食品の安全に関する情報提供・公開の推進

【基本方針】
消費者が安全で安心できる食品を選択するため、県民自らが食品に関する全般的な知識・判断基準を持てるようになることが必要であることから、科学的な情報収集・蓄積を図るとともに、保有する情
報についてもホームページ・広報誌等により県民が利用しやすい情報として提供・公開します。
また、生産者、食品等事業者による食品の安全・安心に関する情報の自主的な公開を促進します。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１7年度事業内容 平成１7年度目標 平成１7年度実績 平成１8年度事業計画 平成１8年度目標

健康増進課 ①食を通じた健康づくり推進事業 ①ﾘｰﾌﾚｯﾄ等配布数： ①ﾘｰﾌﾚｯﾄ等配布数： ①食を通じた健康づくり推進事業 ①ﾘｰﾌﾚｯﾄ等配布数：
食を通じた健康づくりを推進するため、食に関す 30,000部 15,000部 食を通じた健康づくりを推進するため、食に関する 15,000部

るホームページ作成、リーフレット作成配布等によ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数： ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数： ホームページ作成、リーフレット作成配布等により県 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数：
り県 民に情報提供する。健康なら２１計画の目的 12,000件 14,023件 民に情報提供する。健康なら２１計画の目的である健 12,000件
である健 康寿命の延伸と早世の減少を達成するた 康寿命の延伸と早世の減少を達成するためには、生活
めには、生活 習慣病対策が重要となるが、奈良県 習慣病対策が重要となるが、奈良県における栄養・食
における栄養・食 生活の現状は、「野菜の摂取不 生活の現状は、「野菜の摂取不足」・「脂肪の過剰摂
足」・「脂肪の過剰摂 取」・「塩分の過剰摂取」 取」・「塩分の過剰摂取」など問題が多く、生活習慣
など問題が多く、生活習慣 病予防にはこれらの改 病予防にはこれらの改善が必要である。そこで、県民
善が必要である。そこで、県民の食を通じた健康づ の食を通じた健康づくりを推進するための事業を実施
くりを推進するための事業を実施する。 する。

◎「野菜たっぷりメニュー」の作成・配布 ◎「野菜たっぷりメニュー」の作成・配布
地域に食育を推進するためのリーフレットを 地域に食育を推進するためのリーフレットを作成

作成し、健康づくり協力店などに設置し一般県 し、健康づくり協力店などに設置し一般県民に配布
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事 業 課 平成１7年度事業内容 平成１7年度目標 平成１7年度実績 平成１8年度事業計画 平成１8年度目標

民に配布する。 する。
◎「食を通じた健康づくり」推進ホームページの開 ◎「食を通じた健康づくり」推進ホームページによ

設 る情報提供
食生活と生活習慣病予防に関する情報提供、情 ホームページで食生活と生活習慣病予防に関する

報交換をするホームページを設置する。 情報提供、情報交換をする。

食品・生活安全 ③消費者等の視点に立った食品安全行政推進事業 ③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数： ③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数： ③消費者等の視点に立った食品安全行政推進事業 ③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数：
課 ◎安全安心に関する情報提供事業 8,000件 9,981件 ◎安全安心に関する情報提供事業 10,000件

ホームページの整備・充実を行い、各種情報の迅 パネル展示： ２回 パネル展示： ２回 ホームページの整備・充実を行い、各種情報の迅
速な提供を行う。 速な提供を行う。

県民ホールでパネル展示を行う。 >

薬務課 ④未承認医薬品危害防止事業 ④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：随時更新 ③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ④未承認医薬品危害防止事業 ④ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：随時更新
平常時における県民への啓発として、健康食品を 健康展入場者数 ：随時更新 平常時における県民への啓発として、健康食品を選 健康展入場者数：2,000人

選ぶ際の留意事項、インターネット等による個人輸 ：2,200人 健康展入場者数 ぶ際の留意事項、インターネット等による個人輸入の
入の際の留意事項、ホームページへの掲載、健康展 ：2,000人 際の留意事項、ホームページへの掲載、健康展での展
での展示などを行う。 示などを行う。

畜産課 ⑤畜産物普及推進事業 ⑤畜産フェア：2回 ⑤畜産フェア：2回 ⑤畜産物普及推進事業 ⑤畜産フェア：2回
奈良県畜産物の新鮮さや安全性を広くPRする。 チラシ配布 チラシ配布 奈良県畜産物の新鮮さや安全性を広くPRする。 チラシ配布：8,000枚

：8,000枚 ：8,000枚

【課題】
食品安全行政を推進し、県民の｢安心｣・｢信頼｣を回復するためには、県は、消費者、生産者、食品等事業者（製造・加工、流通・販売等）に正確でわかりやすい情報を積極的に提供することが必要です。

【今後の方針】
①ホームページやFAX奈良県、県広報紙による各種情報の提供 ②生産者、食品等事業者が行う自主管理（自主回収）の情報提供
③各種パネル展示やパンフレット・チラシ等の提供、街頭啓発、食中毒予防ポスターの配布、PR用ビデオの貸し出し ④県民の依頼により事業説明を行う出前講座の実施
⑤食品保健総合情報システムの活用 ⑥相談事例とその解決に関する情報共有

３ 食品の安全・安心に関する教育活動

【基本方針】
消費者が自ら安全・安心な食品を選択し、安全に消費するのに必要な知識を得られるよう、消費者教育の充実を進め、普及啓発を図ります。
特に、学校教育等を通して、正しい食事のあり方と望ましい食習慣を身につけるための食育の充実を図り、食品の安全性に関する知識や消費者教育などを推進します。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１7年度事業内容 平成１7年度目標 平成１7年度実績 平成１8年度事業計画 平成１8年度目標

保健体育課 ①学校給食関係講習会開催及び指導助言事業 ①開催数：3回 ①開催数：3回 ①学校給食関係講習会開催及び指導助言事業 ①開催数：3回
学校教育活動において、食事と安全衛生について指 学校教育活動において、食事と安全衛生について指導

導するための講習会を開催する。 するための講習会を開催する。
健康増進課 ②食を通じた健康づくり推進事業 ②講習会参加者数： ②講習会参加者数： ②食育推進普及啓発事業 ②親子食育教室

食を通じた健康づくりを推進するため、地域で食に 660人（33回開催） 1,020人 食育推進のため、学校、家庭、地域、流通産業、産地等 参加者数：660人
関する講習会を開催する。 （42回開催） が連携した食育推進モデル事業を実施する。 （33回開催）

健康なら２１計画の目的である健康寿命の延伸と早
摂取」など問題が多く、生活習慣病予防にはこれらの
改善が必要である。そこで、県民の食を通じた健康づ
くりを推進するための事業を実施する。
◎「野菜たっぷりメニューの普及」

県内各地で地域の実情に応じた食を通じた健康づく
りを普及啓発する講習会等を開催する。（一部奈良県
食生活改善推進連絡協議会へ委託）
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事 業 課 平成１7年度事業内容 平成１7年度目標 平成１7年度実績 平成１8年度事業計画 平成１8年度目標

食品・生活安全 ③消費者教育事業 ③開催数：3回 ③開催数：8回 ③消費者教育事業 ③開催数：3回
課 消費者が適切な行動がとれるよう教育や情報提供を行 （参加者数：480人） （参加者数：342人） 消費者が適切な行動がとれるよう教育や情報提供を行う （参加者数：480人）

う。（消費者セミナー：くらしに「確かな目」を） （消費者セミナーを実施）

【課題】
食品の安全・安心を確保し、生活習慣病の予防などを推進するためには、県民一人一人が「食」について関心を持ち、日頃から、食品の衛生的な取扱いや食生活の改善など、「食」について考える
習慣を身につけることが必要です。

【今後の方針】
①「楽しい食育の手引」を活用し、学校教育の現場で普及啓発を図る。 ②生産現場での農業作業、調理実習等の体験
③家庭でできる食中毒防止の実践マニュアルの配布 ④食育ボランティアによる食生活改善の指導

４ 食 品 表 示 の 適 正 化 推 進

【基本方針】
「食品衛生法」、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (ＪＡＳ法)」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「計量法」等食品表示関連法に基づく表示の適正化について食品等事業
者を啓発します。
また、消費者による食品表示ウオッチャー制度を設け、消費者が安心して選択できる食品表示の推進を図ります。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度計画 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画 平成１８年度目標

食品・生活安全 ①景品表示法施行事業 ①調査：随時 ①相談・申告：5 件 ①景品表示法施行事業 ①調査：随時
課 不当な景品類や不当表示の防止のための啓発・取締 不当な景品類や不当表示の防止のための啓発・取締り

りを行う。 を行う。
②食品衛生監視指導事業 ②食品衛生監視指導計 ②監査指導回数： ②食品衛生監視指導事業 ②食品衛生監視指導計

食品衛生監視指導計画に基づく監視指導を実施す 画に基づく 21,190回 食品衛生監視指導計画に基づく監視指導を実施する。 画に基づく
る。特に、夏期年末一斉取締りにおいては、食品衛生 特に夏期年末一斉取締りにおいては、食品衛生法及びＪ
法及びＪＡＳ法など食品表示関連法に基づく監視指導 ＡＳ法など食品表示関連法に基づく監視指導を実施し、
を実施し、適正表示の推進を図る。 適正表示の推進を図る。

③食の安全みはり番事業 ③ｳｵｯﾁｬｰ委嘱者：30名 ③ｳｵｯﾁｬｰ委嘱者：30名 ③食の安全みはり番事業 ③サポーター登録
食品表示ウオッチャー設置事業 特別調査：4回/年 特別調査：4回/年 ・食品表示適正化事業 ：100名
・不適正表示に対する指導 食品表示サポーターの設置 特別調査：4回/年
・「食品表示ウオッチャー」の設置 県民から食品表示サポーターを募集し、ＪＡＳ法を中

県民から食品表示ウオッチャーを募集し、ＪＡ 心に食品表示の適正化の推進を図る。
Ｓ法を中心に食品表示の適正化の推進を図る。 ・パンフレット配布等による表示制度の普及啓発
・パンフレット配布等による表示制度の普及啓発 ・「食品表示１１０番」の設置等
・「食品表示１１０番」の設置等

工業支援課 ④適正計量推進事業 ④年2回（中元､歳暮） ④年2回（中元､歳暮） ④適正計量推進事業 ④年2回（中元､歳暮）
（～⑰まで商工 商品の試買調査を行い、計量法に基づく内容量及び 試買数：700 試買数：743 商品の試買調査を行い、計量法に基づく内容量及び表 試買数：700

課） 表示の適正化を図る。 示の適正化を図る。

【課題】
消費者が安心して食品を選択するためには、食品の表示が十分に信頼でき、かつ、正確でわかりやすいものであることが不可欠です。
しかし、現在の表示のルールについては、食品衛生法以外にもＪＡＳ法、不当景品類及び不当表示防止法及び計量法などでも表示ルールが定められており、複雑でわかりにくいなど、いろいろな問題が
指摘されています。
このため、食品衛生法とＪＡＳ法の表示方法などについて共同で審議する「食品の表示に関する共同会議」の設置や、食品表示についての一元的な相談窓口の設置などにより、分かりやすい食品表示の
実施に向けた取組が進められています。
この様な中で、食品表示が信頼されるものとなるよう、食品表示の監視体制の充実や食品表示ウオッチャー（⑱～食品表示サポーター）の設置等を行うことによる監視の強化が必要です。

【今後の方針】
①関係機関との連携を密にし監視指導体制を強化 ②食品衛生法・ＪＡＳ法等表示関連法に基づく合同監視の実施
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③適正表示啓発の人材育成研修会の開催 ④適正表示の普及啓発パンフレット、チラシの配布

５ 県 産 食 品 の 信 頼 性 確 保

【基本方針】
消費者と生産者等が相互に理解を深め「顔の見える関係」を築くため、生産者等が実施するイベント活動等への支援を行い、地産地消運動の推進を図ります。
ホームページ等により、県産食品の安全性に関わる情報を提供します。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 １７平成年度実績 平成１８年度事業計画 平成１８年度目標

農業水産振興課 ①大和野菜振興対策事業 ①消費者交流会：4回 ①消費者交流会：4回 ①大和野菜振興対策事業 ①消費者交流会：4回
「大和野菜」の産地育成と流通体制の確立に取り組 「大和野菜」の産地育成と流通体制の確立に取り組
むとともに、消費者に情報提供を行い県産野菜の消 むとともに、消費者に情報提供を行い県産野菜の消 費
費拡大を図る。 拡大を図る。

②奈良安心農産物提供事業 ②情報開示農産物の新 ②情報開示農産物の新 ②奈良安心農産物提供事業 ②情報開示農産物の新
生産者及び消費者等に対し表示制度の普及ととも 表示品目数：２ 表示品目数：２ 生産者及び消費者等に対し表示制度の普及とともに制 表示品目数：２

に制度の適正運用を図る。 度の適正運用を図る。
③資源循環型農業推進総合対策事業 ③エコファーマーの ③エコファーマーの ③資源循環型農業推進総合対策事業

土づくりと、減化学肥料・化学農薬の使用量の低 認定数 認定数：103名 土づくりと、減化学肥料・化学農薬の使用量の低減 ③エコファーマーの
減により環境負荷の少ない農業を推進するととも により環境負荷の少ない農業を推進するとともに、そ 認定数：130名
に、それに取り組む生産者（エコファーマー）を認 れに取り組む生産者（エコファーマー）を認定する。
定する。

畜産課 ④畜産物普及推進事業 ③畜産フェア：2回 ③畜産フェア：2回 ④畜産物普及推進事業 ④畜産フェア：2回
奈良県産畜産物の新鮮さや安全性を広くＰＲし、 入場者数：8,500人 入場者数：8,500人 奈良県産畜産物の新鮮さや安全性を広くＰＲし、奈良 入場者数：8,500人

奈良県産畜産物の普及と消費の拡大を図る。 県産畜産物の普及と消費の拡大を図る。
⑤大和牛流通拡大支援事業 ④開催数：2回 ④開催数：2回 ⑤大和牛流通拡大支援事業 ⑤開催数：2回

資質の向上を図るため、大和牛の飼養管理技術 資質の向上を図るため、大和牛の飼養管理技術の
の確立試験を行う。 確立試験を行う。

⑥畜産増殖奨励事業 ⑥指導戸数：３戸
大和牛の飼養管理技術の向上を図るため、肉用牛飼養
管理改善指導を行う。

林政課 ⑥特用林産振興総合対策事業 ⑥開催数：1回 ⑥開催数：1回 ⑦特用林産振興総合対策事業 ⑦開催数：1回
消費促進のための講演会を開催する。 消費促進のための講演会を開催する。

【課題】
安全・安心な食材へのニーズに加え、健康やゆとりを求める国民意識の高まりなどによって、消費者と生産者との「互いの顔の見える関係づくり」が必要です。
このため、身近なところで生産者自らが、安全な農産物などを責任と自信をもって消費者に提供し、消費者も身近に生産の過程などを知ることができる「地産地消」の推進を図ります。

【今後の方針】
①生産履歴記帳の普及推進 ②確認機関の育成と認定 ③エコファーマーの認定 ④農業祭等イベントへの支援

視点２ 生産から流通・消費における食品の安全確保の推進

１ 生産段階における指導・監視の強化

【基本方針】
①農産品について

○農薬の使用にあたっては、農薬取締法に定める適正使用を推進するため、啓発並びに指導・監視を行い、食品としての安全確保を推進します。
○消費者の安全・安心の確保及び信頼される手段として、生産履歴の情報開示を推進します。

②畜産品について
○飼料及び動物用医薬品の使用にあたっては、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律、薬事法、動物用医薬品の使用に関する省令の定める適正使用を推進するため、啓発並びに指導・監視を
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行い、食品としての信頼確保を推進します。
○消費者の安全・安心の確保及び信頼される手段として、生産情報が開示できる仕組みの推進を行い、食品としての信頼確保を推進します。

③養殖生産物食品について
○水産用医薬品の使用にあたっては、薬事法等に定める適正使用指導・監視を行い、食品としての安全確保を推進します。

④特用林産物（食用に供するものに限る）について
○農薬の使用にあたっては、農薬取締法に定める適正使用を推進するため、啓発並びに指導・監視を行い、食品としての安全確保を推進します。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画 平成１８年度目標

農業水産振興課 ①農薬適正使用推進対策事業 ①講習会：1回 ①講習会：1回 ①農薬適正使用推進対策事業 ①講習会：1回
農業者への農薬適正使用の徹底と消費者への農薬 ﾘｰﾌﾚｯﾄ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ ﾘｰﾌﾚｯﾄ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 農業者への農薬適正使用の徹底と消費者への農薬理解 ﾘｰﾌﾚｯﾄ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成

理解促進および農薬販売店等の農薬取扱者への指導 作成：4,000枚 作成：8,000枚 促進および農薬販売店等の農薬取扱者への指導を行う ：4,000枚
を行う。

②奈良安心農産物提供事業 ②残留農薬分析 ② 残留農薬分析 ②奈良安心農産物提供事業 ②残留農薬分析
確認機関が農家の生産履歴（農薬や肥料の使用 ：4検体 ：13検体 確認機関が農家の生産履歴（農薬や肥料の使用状況） ：4検体

状）を検査し、適正使用を確認する。 を検査し、適正使用を確認する。
③環境保全型農業技術開発事業（農業技術センター） ③作物：15検体 ③作物：13検体 ③環境保全型農業技術開発事業（農業総合センター） ③作物：15検体

県内産農産物および水田で使用される農薬の残存 水質：30検体 水質：54検体 隣接田への農薬の飛散対策を検討し、農薬の残留性
量を調査し、農薬の残留性を把握する。 を把握する。

④養殖水産動物保健対策推進事業 ④説明会：1回､2検体 ④説明会：1回､2検体 ④養殖水産動物保健対策推進事業 ④説明会：1回 2検体
養殖魚の魚病の防疫対策と養殖水産物の食品とし 養殖魚の魚病の防疫対策と養殖水産物の食品としての

ての安全性を確保するため、水産用医薬品の適正使 安全性を確保するため、水産用医薬品の適正使用及び残
用及び残留実態調査を行う。 留実態調査を行う。

畜産課 ⑤動物用医薬品獣医事取締事業 ⑤43件 ⑤43件 ⑤動物用医薬品獣医事取締事業 ⑤43件
動物用医薬品販売業の許認可、指導・検査等を実 動物用医薬品販売業の許認可、指導・検査等を実施す

施する。 る
⑥病性鑑定事業 ⑥1,695検体 ⑥2,117検体 ⑥病性鑑定事業 ⑥1,220検体

家畜の疾病診断及び畜産物の検査を行う。 家畜の疾病診断及び畜産物の検査を行う。
⑦家畜衛生対策事業 ⑦64株20薬剤 ⑦64株20薬剤 ⑦家畜衛生対策事業 ⑦64株20薬剤

動物用医薬品の危機管理対策として薬剤耐性菌の 動物用医薬品の危機管理対策として薬剤耐性菌の検査
検査を実施する。 を実施する。

⑧畜産物安全性確保推進事業 ⑧192検体×2回 ⑧562検体 ⑧畜産物安全性確保推進事業 ⑧135検体×2回
鶏卵肉の品質の検査及び鶏の衛生検査、動物由来 (鶏肉卵、鶏糞、環境 (鶏肉卵、鶏糞、環境 鶏卵肉の品質の検査及び鶏の衛生検査、動物由来感染 (鶏肉卵、鶏糞、環境

感染症のモニタリング調査等実施する。 材料) 材料) 症のモニタリング調査等実施する。 材料)
⑨死亡牛検査推進事業 ⑨280頭 ⑨212頭 ⑨死亡牛全頭検査推進事業 ⑨250頭

２４ヶ月歳以上の死亡牛におけるＢＳＥ検査を実 ２４ヶ月歳以上の死亡牛におけるＢＳＥ検査を実施す
施する。 る

林政課 ⑩特用林産振興総合対策事業(林業後継者対策事業含 ⑩講習会：3回 ⑩講習会：3回 ⑩特用林産振興総合対策事業 ⑩講習会：3回
む） 特用林産物生産者を対象に技術講習会を開催 特用林産物生産者を対象に技術講習会を開催
⑪技術指導（森林技術センター） ⑪随時 ⑪随時 ⑪技術指導（森林技術センター）

生産者を対象とした技術指導 生産者を対象とした技術指導 ⑪随時

【課題】
（１）生産地におけるリスク管理の推進

農畜水林産物の生産環境において、有害な重金属やダイオキシン類など周辺の環境から汚染されるものなど様々なリスク要因が想定され、生産段階でこれら要因を的確に管理することが必要です。
（１）生産資材の適切な管理・使用の推進

農薬や肥料、飼料、動物用医薬品など農業資材や水産用医薬品、養殖水産動物用飼料など養殖用資材は、農業生産や養殖生産を通じて食品を消費者に安定的に供給する上で必要なものです。
しかし、農業資材、養殖用資材に含まれる物質やその使用法によっては、人の健康に悪影響を及ぼすものが残留してしまうおそれもあります。
このような事態を避けるため、法律によって、それぞれの資材ごとに規制が行われており、その管理の推進が必要です。

（１）農畜水林産物のトレーサビリティシステムの導入及び生産履歴記帳の推進
トレーサビリティシステムは、農畜産物の生産履歴を明らかにし、消費者が安心して食品を購入できるようになるシステムであり、その推進が必要です。また、生産情報の開示を推進するため、
生産履歴記帳の推進が必要です。

【今後の方針】
①環境保全型農業（エコファーマー）を実践する農業者の育成 ②農畜水産業におけるＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理の導入推進
③農薬及び動物用医薬品等の適正使用の推進 ④生産履歴記帳の推進
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⑤飼料添加物の適正使用の推進

２ 製造、加工、調理段階における監視・指導の強化

【基本方針】
食品の製造、加工、調理段階については、食品衛生法に基づく監視・指導を充実させ、併せて、食中毒原因菌等微生物汚染、異物混入、指定外添加物の混入等の事故を未然に防止するため、総合
衛生管理製造過程（ＨＡＣＣＰ）の手法を取り入れた監視・指導を食品等事業者に実施します。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画 平成１８年度目標

保健体育課 ①学校給食関係講習会開催及び指導助言事業 ①開催数：5回 ①開催数：5回 ①学校給食関係講習会開催及び指導助言事業 ①開催数：5回
学校給食衛生管理の基準に基づき、衛生管理 参加者数：800人 参加者数：943人 学校給食衛生管理の基準に基づき、衛生管理の 参加者数：800人

の徹底を図るため、講習会を開催する。 徹底を図るため、講習会を開催する。

食品・生活安全 ②食の安全みはり番事業 ②食品衛生監視指導計画 ②H17監視指導計画策定 ②食の安全みはり番事業 ②食品衛生監視指導計画
課 営業施設を適切に運営し、規格基準の適合す に基づく 監視回数:21,190 営業施設を適切に運営し、規格基準の適合する に基づく

る食品等を製造・加工するため衛生上講ずるべ 研修部会開催：2回 研修部会開催：1回 食品等を製造・加工するため衛生上講ずるべき措 研修部会開催：2回
き措置について、法的基準の遵守により、食品 置について、法的基準の遵守により、食品等の安
等の安全確保を図る。 全確保を図る。加えて、ガイドラインの普及啓発

また、ＨＡＣＣＰの普及啓発を図ることによ を進める。また、ＨＡＣＣＰの普及啓発を図るこ
り、食品等の安全性確保を図り、安心できる食 とにより、食品等の安全性確保を図り、安心でき
品の提供の推進を図る。 る食品の提供の推進を図る。

◎食品衛生監視指導計画策定事業 ◎食品衛生監視指導計画策定事業
◎食品衛生監視指導事業 ◎食品衛生監視指導事業
◎食品衛生管理の高度化普及啓発事業 ◎食品衛生管理の高度化普及啓発事業

【課題】
食品の製造・加工、調理段階では、食品衛生法に基づき監視指導を実施しています。特に、ＨＡＣＣＰ（ハサップ；危害分析重要管理点）手法は、食品の製造・加工段階における有効な衛生管理手法
として、その導入が国際的にも進められています。この手法を取り入れた監視指導の推進が必要です。

【今後の方針】
①０１５７腸管出血性大腸菌・ノロウイルス等による食中毒の発生防止・予防の普及啓発 ②大量調理施設における衛生管理の推進
③衛生管理や食品表示の研修会の開催 ④食品衛生監視指導計画の見直しによる監視指導の充実
⑤食品衛生監視機動班等の専門チームによる監視指導の検討

３ 流通段階における監視・指導の強化

【基本方針】
県内に流通する食品の安全確保のため、生産及び加工・製造施設ならびに卸売り・量販店に対し、食品衛生監視指導計画等の策定を行い、効率的な監視・指導を実施し、食品表示関連法に基づく表示
及び食品保存状況の適正化を図ります。
また、食品の仕入元・販売先の名称等の記録の作成・保存を指導します。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画 平成１８年度目標

食品・生活安全 ①食の安全みはり番事業 ①食品衛生監視指導計 ①監視回数：21,190 ①食の安全みはり番事業 ①食品衛生監視指導計
課 食品の流通施設に対し、食品表示及び食品保管 画に基づく 食品の流通施設に対し、食品表示及び食品保管状 画に基づく

状況の適正化等及び記録の作成・保存等の推進を 況の適正化等及び記録の作成・保存等の推進を図る
図るため監視指 導を実施する。 ため監視指導を実施する。

②食品の検査による安全確認事業 ②食品衛生監視指導計 ②遺伝子組換え検体数： ②食品の検査による安全確認事業 ②食品衛生監視指導計
食品表示内容の確認を積極的に試験検査により 画に基づく 18 食品表示内容の確認を積極的に試験検査により確 画に基づく

確認する。 添加物等検体数：437 認する。
・遺伝子組換え食品等表示確認検査事業 ・遺伝子組換え食品等表示確認検査事業
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事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画 平成１８年度目標

・食品添加物等検査事業 ・食品添加物等検査事業
③中央卸売市場食品検査事業 ③食品衛生監視指導計 ③検体数：522 ③中央卸売市場食品検査事業 ③食品衛生監視指導計

奈良県中央卸売市場の施設の監視指導及び流通 画に基づく 奈良県中央卸売市場の施設の監視指導に流通する 画に基づく
する食品等の監視指導を実施する。 食品等の監視指導を実施する。

薬務課 ④薬事監視指導事業 ④薬務課監視対象抽出 ④254施設 ④薬事監視指導事業 ④薬務課監視対象抽出
食品の広告の中で医薬品的な効能効果を標榜する 基準に基づく 食品の広告の中で医薬品的な効能効果を標榜する 基準に基づく

ものに対する監視指導を行う。 ものに対する監視指導を行う。
⑤未承認医薬品危害防止事業 ⑤インターネット広告

苦情等に対し迅速効率的に対応するためのイン 監視指導要領に基づく
ターネットを利用した広告監視を行う

【課題】
近年輸入食品の流通が増加しているなか、検疫所によるモニタリングを実施し、水際での対策がとられています。
この様な状況の中で輸入食品に由来する食品衛生法上の違反も多く発生し、無登録農薬や指定外添加物の使用が問題視されています。
また、違反食品及び食中毒等の発生により、食品による危害の拡大防止・迅速な行政対応のため食品の仕入元・販売先等の記録の作成・保存が必要になります。

【今後の方針】
①食品検査の充実（検査項目・品目の追加、検査機器の整備） ②輸入食品の監視体制の強化 ③食品の仕入元・販売先の名称等の記録の作成・保存の推進

４ 試 験 検 査 体 制 の 充 実

【基本方針】
科学的な監視・指導の実施及び食品に起因する健康被害の予防並びに事故発生時に即応するため、人材の養成・資質の向上、ならびに検査機器の整備に併せ、検査の信頼性確保のための体制を充実します。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画 平成１８年度目標

食品・生活安全 ①中央卸売市場食品検査機器整備事業 ① 高速液体クロマト ①高速液体クロマトグ ①食品衛生検査機器整備事業 ①顕微鏡用ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ
課 食品添加物（保存料、甘味料）の検査を行う。 グラフの導入 ラフの導入 苦情食品のデータをデジタル画像として記録する ・周辺機器の導入

②残留農薬・動物用医薬品検査事業 ②継続設置 ②継続設置 ②残留農薬・動物用医薬品検査事業 ②機器整備継続設置
高速液体クロマトグラフ・質量分析装置（ＬＣ 高速液体クロマトグラフ・質量分析装置（ＬＣ／Ｍ

／ ＭＳ・ＭＳ）の設置 Ｓ・ＭＳ）の設置
③食品の安全性・信頼性確保事業 ③外部精度管理 ③外部精度管理 ③食品の安全性・信頼性確保事業 ③外部精度管理

食品の試験検査機器整備及び精度管理を実施す 3検査機関(9)項目 3検査機関(9)項目 食品の試験検査機器整備及び精度管理を実施する。 3検査機関(9)項目
る外部精度管理を実施する。 外部精度管理を実施する。

【課題】
食品衛生の監視指導については、科学的な根拠に基づく実施が不可欠であり、新たな基準の設定や基準に対する試験方法の開発が進められております。収去検査等による行政検査を実施するにあた
っては、各検査機関ごとにＧＬＰ上検査実施作業書を作成する必要があり、新たに導入された試験法についてもその信頼性の確保を図ることが必要です。
さらに、食品中の残留農薬等については、ポジティブリスト制度の導入により、新たな基準設定が予定されており、その対応が求められるほか、食中毒原因調査の一環として各種病原微生物に対す
る検査方法を確立することが必要です。

【今後の方針】
①各試験研究機関の調査・研究情報の収集蓄積と活用（食品衛生監視員研修） ②各種高度検査機器による分析手法の確立
③各種検査手法の精度管理の充実（内部精度管理調査、外部精度管理調査及び機器校正・定期点検の実施）

５ 食 品 の 安 全 に 係 る 調 査 の 実 施

【基本方針】
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食品の残留農薬及び有害微生物等の実態について、調査及び情報収集を実施するとともに、食品に係る環境汚染物質についても調査及び情報収集に努めます。 また、県産食品については、農薬及び動物用
医薬品の使用実態を調査します。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画 平成１８年度目標

食品・生活安全 ①食品の検査による安全確認事業 ①食品衛生監視指導計 ①農薬検体数：40 ①食品の検査による安全確認事業 ①食品衛生監視指導計画
課 食品衛生法に基づき有害又は規格基準等に適合 画に基づく 遺伝子組換え検体数：18 食品衛生法に基づき有害又は規格基準等に適 に基づく

しない食品の排除を目的とし各種検査を実施す 添加物等検体数：437 合しない食品の排除を目的とし各種検査を実施
る。 食中毒原因検体数：547 する。

・出荷時の農薬等検査事業 ・出荷時の農薬等検査事業
・遺伝子組換え食品等表示確認検査事業 ・遺伝子組換え食品等表示確認検査事業
・食品添加物等検査事業 ・食品添加物等検査事業
・食中毒菌汚染実態調査事業 ・食中毒原因究明検査事業
・食中毒原因究明検査事業 ②中央卸売市場食品検査事業 ②食品衛生監視指導計画

②中央卸売市場食品検査事業 ②食品衛生監視指導計 ②検体数：522 ・奈良県中央卸売市場に流通する食品等の監 に基づく
奈良県中央卸売市場に流通する食品等の監視指 画に基づく 視指導

導
③食肉衛生検査事業 ③全頭検査の実施 ③BSE検査頭数：3,718 ③食肉衛生検査事業 ③全頭検査の実施

・ＢＳＥスクリーニング検査の実施 と畜検査頭数：8,982 ・ＢＳＥスクリーニング検査の実施
・と畜検査(牛・豚・馬・山羊・羊)の実施 ・と畜検査(牛・豚・馬・山羊・羊)の実施

④食鳥肉衛生検査事業 ④全鳥検査の実施 ④検査羽数：544,771 ④食鳥肉衛生検査事業 ④全鳥検査の実施
・食鳥検査の実施 ・食鳥検査の実施

薬務課 ⑤未承認医薬品危害防止事業 ⑤検体数：7検体 ⑤検体数：12検体 ⑤未承認医薬品危害防止事業 ⑤検体数：5検体
健康食品の買上調査を実施し、有害成分（医薬 健康食品の買上調査を実施し、有害成分（医

品成分等）検査など、健康被害の発生や拡大を防 薬品成分等）検査など、健康被害の発生や拡大
止する。 を防止する。

環境政策課 ⑥水質汚染防止対策事業 ⑥水質 ⑥水質 ⑥水質汚染防止対策事業 ⑥水質
公共用水域及び地下水の水質保全を図るため、河 河川等：89地点 河川等：92地点 公共用水域及び地下水の水質保全を図るため、 河川等：89地点
川、地下水等の水質調査を実施する。 (延べ108項目1～12回/ (延べ108項目1～12回/ 河 川、地下水等の水質調査を実施する。 (延べ111項目1～12回/
河川等：健康項目、生活環境項目、要監視項目、 年) 年) 河川等：健康項目、生活環境項目、要監視項 年)
環境ﾎﾙﾓﾝ等 地下水：52地点 地下水：62地点 目、 環境ﾎﾙﾓﾝ等 地下水：60地点
地下水：健康項目、要監視項目等 (延べ49項目1回/年) (延べ49項目1回/年) 地下水：健康項目、要監視項目等 (延べ50項目1回/年)

⑦有害大気汚染物質対策事業 ⑦大気 ⑦大気 ⑦有害大気汚染物質対策事業 ⑦大気
有害大気汚染物質による健康被害の未然防止のた 2～3地点 3地点 有害大気汚染物質による健康被害の未然防止の 3地点
め大気環境中の調査を実施する。 (延べ18項目12回/年) (延べ18項目12回/年) ため大気環境中の調査を実施する。 (延べ18項目12回/年)
大気：VOC、金属類、アルデヒド類等 大気：VOC、金属類、アルデヒド類等

⑧ダイオキシン類常時監視等対策事業 ⑧大気： 7地点4回/年 ⑧大気： 7地点4回/年 ⑧ダイオキシン類常時監視等対策事業 ⑧大気： 7地点2回/年
環境中の大気、水質及び土壌等のダイオキシン類 水質：10地点1回/年 水質：10地点1回/年 環境中の大気、水質及び土壌等のダイオキシン 水質： 7地点1回/年
について調査を実施する。 底質：10地点1回/年 底質：10地点1回/年 類について調査を実施する。 底質： 7地点1回/年

地下水：14地点1回/ 地下水：14地点1回/年 地下水：10地点1回/年
年 土壌：16地点1回/年 土壌：10地点1回/年
土壌：16地点1回/年

保健体育課 ⑨学校給食用食品の点検事業 ⑨実施市町村数：44 ⑨実施市町村数：44 点 ⑨学校給食用食品の点検事業 ⑨実施市町村数：39
年１回各市町村及び県立学校において食品の点 点検食品数：44×3 検食品数：44×3 年１回各市町村及び県立学校において食品の点 点検食品数：39×3

検を 行い、その結果を取りまとめ、市町村へ通知す 検を 行い、その結果取りまとめ、市町村へ通知
る。 する。

【課題】
農畜水林産物の生産環境において、有害な重金属やダイオキシン類など周辺の環境から汚染されるものなど様々なリスク要因が想定され、生産段階でこれら要因を的確に管理することが必要です。

また、食品の安全性の確保については、食品中の各種リスクに関する分析・調査を実施し、科学的なデータに基づき評価することが必要です。
現在、食品添加物・残留農薬・残留動物用医薬品等の含有調査及び病原性微生物汚染状況、また、ＢＥＳの全頭検査をはじめとしてと畜検査・食鳥検査の実施及び食品中への医薬品成分等の検査を
実施しています。
今後、食品中の環境汚染物質や輸入食品等に対する対象外食品添加物の使用実態等の調査が必要となります。
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【今後の方針】
①食品中に含まれる使用実態の不明な食品添加物の調査と分析の実施 ②収去検査の効率的な実施

６ 自 主 管 理 体 制 の 推 進 及 び 支 援

【基本方針】
食品等事業者が、安全確保のため総合衛生管理製造過程（ＨＡＣＣＰ）の手法を取り入れた自主管理体制を確立できるよう技術的支援及び助言を行います。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画 平成１８年度目標

保健体育課 ①学校給食関係講習会開催及び指導助言事業 ①実施率：100％ ①実施率：100％ ①学校給食関係講習会開催及び指導助言事業 ①実施率：100％
学校給食施設の自主点検及び定期・日常点検を実 学校給食施設の自主点検及び定期・日常点検を実施

施するよう指導する。 するよう指導する。

食品・生活安全 ②食品衛生管理の高度化普及啓発事業 ②研修部会開催：2回 ②研修部会開催：1回 ②食品衛生管理の高度化普及啓発事業 ②研修部会開催：２回
課 ＨＡＣＣＰの普及啓発 ＨＡＣＣＰの普及啓発

③食品衛生巡回指導事業 ③30,000施設 ③巡回数：29,237施設 ③食品衛生巡回指導事業 ③30,000施設
食品衛生指導員による巡回指導を実施する。 食品衛生指導員による巡回指導を実施する。

【課題】
食品安全基本法の施行により、食品等事業者の責務が明確にされ、食品の安全性の確保について一義的な責任を有することを認識し、必要な措置を適切に講ずることが必要です。

【今後の方針】
①HACCPの研修会開催、導入施設数の拡大 ②使用水の衛生管理の徹底
③学校、保育所、病院等集団給食施設の一斉点検 ④自主的なモニタリング検査の実施の推進
⑤食品・衛生関係法令の遵守、自己確認の徹底 ⑥自主的な衛生関係研修への参加

７ 食品の安全に係る関係機関との連携強化

【基本方針】
①部局間の情報の共有化
関係部局・機関は、食品の安全に係る情報の共有化を図り、環境汚染の影響等を含め、総合的に食品の安全確保を図ります。

②関係自治体との連携強化
食品の安全・安心確保に関する情報については、関係自治体と相互に連携し、効果的な普及啓発事業の推進や監視・指導の強化に努めます。

③国への要望等
食品の安全・安心の確保に重要な役割を持つ国には、食品の安全・安心確保対策の強化を働きかけます。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画 平成１８年度目標

食品・生活安全 ①奈良県食品安全・安心推進本部の運営 ①庁内関係部局間の調整 ①推進本部の開催：1回 ①奈良県食品安全・安心推進本部の運営 ①庁内関係部局間の調整及
課 及び行政機関の相互協力 幹事会の開催：1回 び 行政機関の相互協力

担当者会議の開催：１回
②全国食品衛生主管課長連絡協議会 ②会議での情報収集及び ②主管課長連絡協議会：1回 ②全国食品衛生主管課長連絡協議会 ②会議での情報収集及び迅
全国食品安全自治ネットワーク会議 迅速な発信、関係機関と ネットワーク会議 ：1回 全国食品安全自治ネットワーク会議 速な発信、関係機関との連
近畿地域食の安全・安心行政推進連絡会議 の連 携強化及び情報共有 近畿地域連絡会議 ：1回 近畿地域食の安全・安心行政推進連絡会議 携強化及び情報共有

◎地域リスクコミュニケーション部会 地域リスコミ部会 ：1回 ◎地域リスクコミュニケーション部会
◎食品表示部会 食品表示部会 ：1回 ◎食品表示部会
◎畜産安全部会 畜産安全部会 ：1回 ◎畜産安全部会
◎農産安全部会 農産安全部会 ：1回 ◎農産安全部会

③政府予算編成に関する提案・要望 ③積極的な提案・要望 ③提案・要望の実施 ③政府予算編成に関する提案・要望 ③積極的な提案・要望
◎牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に対する諸対 ◎牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に対する諸対策の実
策の実施 施
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【課題】
平常時の連絡体制及び緊急時の迅速かつ効果的な情報伝達体制の整備を行うことにより、関係機関との連携を密にすることが必要です。

【今後の方針】
①輸入食品の増加に対応した国との情報の共有 ②食品流通の広域化に対応した国や都道府県との連携強化 ③緊急時における連絡及び協力体制の整備

視点３ 新たな食品安全行政に対応するための体制等の充実

１ 奈良県食品安全・安心推進本部及び奈良県食品安全・安心懇話会の設置

【基本方針】
なら食の安全・安心確保の推進基本方針は、県民の健康の保護を最優先にした新しい食品安全行政に対応するための指針です。
この指針に従いより的確に県民の「安心」と「信頼」を確保するための施策づくり及び推進管理を行う機関として奈良県食 品安全・安心対策本部を設置し、また、消費者・生産者・製造加工業者・
流通販売業者等の施策づくりへの参画が今まで以上に重要であることから関係者からなる奈良県食品安全・安心懇話会を設置します。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業内容 平成１８年度目標

食品・生活安全 ①消費者等の視点に立った食品安全行政推 ①基本方針に基づく施策の方 ①推進本部の開催：１回 ①消費者等の視点に立った食品安全行政推進事業 ①本部の運営
課 進事業 針の決定、一元的な施策管 懇話会の開催 ：２回 ◎奈良県食品安全・安心推進本部の運営 懇話会の開催：２回

◎奈良県食品安全・安心推進本部の運営 理及び危機管理の実施 幹事会の開催 ：１回 ◎奈良県食品安全・安心懇話会の開催
◎奈良県食品安全・安心懇話会の開催 懇話会開催：３回

【課題】
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、県民の意見を反映し、並びにその過程の公平性及び透明性を確保するため、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置
が講じられ、また、食品の摂取を通じた人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急時の事態への対処に当たっては、県民の健康への悪影響を未然に防止することが最も重要であ
るという認識の下に、関係部局（関係課）における十分な連絡及び連携を図ることが必要です。

【今後の方針】
①関係部局・関係機関の一層の連携、情報の交換及び提供 ②推進本部の緊急時の対応の整備

２ 行政対応窓口の一元化

【基本方針】
生産から消費までのすべての過程において展開する各種施策の方向性を定め、総合的に対応するため、関係部局間の連携に重点をおいた総合的な窓口を整備します。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業内容 平成１８年度目標

食品・生活安全 ①苦情処理体制整備事業 ①ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ実施率 ①ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ実施率 ①苦情処理体制整備事業 ①ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ実施率
課 消費者からの食品その他の商品又は取 ：100％ ：100％ 消費者からの食品その他の商品又は取引に関する相 ：100％

引に関する相談・苦情について適切かつ 相談件数：573 談・苦情について適切かつ迅速に処理する。
迅速に処理する。 ◎奈良県食品・生活相談センター

◎奈良県食品・生活相談センター ◎食の安全・消費生活相談窓口（葛城保健所）
◎食の安全・消費生活相談窓口 ◎食の安全相談窓口(郡山・桜井・吉野・内吉野保健

（葛城保健所） 所)
◎食の安全相談窓口の設置(郡山・桜
井・吉野・内吉野保健所）

②食品衛生法、ＪＡＳ法、景表法の窓口一 ②問題解決への確実な対応 ②問題解決への確実な対応 ②食品衛生法、ＪＡＳ法、景表法の窓口一元化 ②問題解決への確実な対応
元化食品表示関連法を一元的に管理する 食品表示関連法を一元的に管理する組織体制の整備

組織体制の整備

【課題】
食品の表示制度については、食品衛生法及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）など複数の法律により規定されており、その利便性や制度間の整合的運用の問題が指摘
されています。
このため、相談窓口の一元化（ワン・ストップ・サービス）のもと、消費者や事業者に的確で分かりやすい相談を供し、また食品の安全行政に係る総合的な推進が実施できる体制整備が必要です。
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【今後の方針】
①相談体制の充実 ②相談対応の人材育成研修 ③食品表示の監視指導体制の充実

３ 危機管理体制の充実

【基本方針】
食品の生産から消費にかかわる関係者を原因として発生する危害の拡大防止及び健康被害等に対し、迅速かつ適切に対応するための危機管理体制の整備・充実を図ります。

【現状の事業内容】

事 業 課 平成１７年度事業内容 平成１７年度目標 平成１７年度実績 平成１８年度事業内容 平成１８年度目標

医務課 ①奈良県健康危機管理基本指針 ① ① ①奈良県健康危機管理基本指針 ①
◎食中毒健康危機管理実施要領 ◎食中毒健康危機管理実施要領
◎医薬品等健康危機管理実施要領 一部改正 ◎医薬品等健康危機管理実施要領
◎各保健所健康危機管理マニュアル ◎各保健所健康危機管理マニュアル
◎飲料水健康危機管理実施要領 ◎飲料水健康危機管理実施要領
◎感染症健康危機管理実施要領 ◎感染症健康危機管理実施要領

食品・生活安全 ②食中毒対策要領、食中毒処理マニュアル ② 運用 ② ②食中毒対策要領、食中毒処理マニュアル ② 運 用
課
健康増進課 ③奈良県腸管出血性大腸菌感染症対策要領・感染対策 ③ ③ ③奈良県腸管出血性大腸菌感染症対策要領・感染対策マニ ③

マニュアル 運用 ュアル
奈良県Ｏ157対策本部設置要綱 奈良県Ｏ157対策本部設置要綱

薬務課 ④未承認医薬品健康被害等拡大防止要領 ④ ④ ④未承認医薬品健康被害等拡大防止要領 ④
農業水産振興課 ⑤高病原性鳥インフルエンザ発生時の対処方針―特殊 ⑤ ⑤ ⑤高病原性鳥インフルエンザ発生時の対処方針―特殊 ⑤

肥料製造業者及び販売業者、生産者への聞き取り調査 肥料製造業者及び販売業者、生産者への聞き取り調査の実
の実施について― 施について―

畜産課 ⑥奈良県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置 ⑥ ⑥奈良県高原性鳥イン ⑥奈良県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱 ⑥
要綱 フルエンザ防疫演習の

実施
⑦奈良県ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策本部設置要綱 ⑦ ⑦本部会議の開催 ⑦奈良県ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策本部設置要綱 ⑦

【課題】
食品の安全に関わる問題を早期に把握し、関係する生産者・事業者などに対して注意を促し、必要に応じて規制などの措置を講じることは行政の重要な任務です。
危機を未然に防ぐためには、わずかな兆候を見逃さないこと、最悪の事態を想定して準備すること、できるだけすみやかに行動することなどが必要です。

【今後の方針】
①関係部局・機関との連携強化・情報共有化 ②平常時及び緊急時の適切な管理体制及び初動体制の確立


